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LINE、Instagramによる情報発信をしています！

各二次元コードにアクセス
していただき、「友だち追加」
や「フォロー」をお願いします。

■今月のお知らせ
01.「専門家派遣」についてのご案内
02.「中東・ウクライナ情勢・原油価格上昇等に関する特別相談窓口」
      について
03.令和8年度版「信用保証の手引き」と「信用保証MENU」について
04.「Instagram」はじめました！
05.令和7年度事業概況
　

■事業実績

表紙写真　田安門と桜 春

『保証マンスリー』は、東京信用保証協会がお届けする保証情報誌です5
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　第39期創業スクールのご案内
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01. 「専⾨家派遣」についてのご案内
当協会では、ご利⽤中の中⼩企業者の皆さまを対象として、外部の専⾨家と連携し、着実な経営改善を⽀援しています。
経営課題の解決にぜひご活⽤ください。
※�お客さまのご希望により、⽣産性向上を⽬的とした設備導⼊を含む計画策定⽀援を⾏う場合は、お客さまに費⽤をご負担いた
だく場合がございます。

以下のような経営上のお悩みをお抱えの中⼩企業者の⽅におすすめください。

02. 「中東・ウクライナ情勢・原油価格上昇等に関する 
特別相談窓⼝」について

当協会では、中東情勢の変化に伴い、経営に⽀障が⽣じている、または⽣じる可能性がある中⼩企業者の皆さまからの
資⾦繰り等に関するご相談・お問い合わせをお受けしています。お問い合わせは、各⽀店〈P.７参照〉までお願いします。

各⽀店〈P.７参照〉、または経営⽀援部経営サポート推進チーム（03-6264-1899）

✓ 東⽇本⼤震災特別相談窓⼝
✓ 資⾦繰り相談窓⼝
✓ 中東・ウクライナ情勢・原油価格上昇等に関する特別相談窓⼝
✓ ⽶国⾃動⾞関税措置等に伴う特別相談窓⼝
✓ 令和7年台⾵第22号に伴う災害に関する特別相談窓⼝

専⾨家派遣に関するお問い合わせは、以下までお願いします。

当協会で現在設置している（特別）相談窓⼝は以下のとおりです。

◇当協会にお申し込み後は、以下の流れとなります。

以下はご希望に応じて提供いたします。

【専⾨家派遣についての動画は以下の⼆次元コードからご確認ください】

または

〈ご案内編〉 〈お申し込み後の流れと注意点編〉

〇売上・利益の改善を図りたいので、現在の経営状況を専⾨家に診断してほしい。
〇集客⼒を⾼めたい。
〇マーケティングの強化を図りたい。
〇⼈材の育成を図りたい。
〇事業承継の進め⽅がわからない。

コーディネイトサポート（１〜２回）
経営改善のポイントがどこにあるのか、専⾨家との対話を通じて、イメージを具体化し、
お客さまに合った⽀援内容をコーディネイトします。

フォローアップサポート（１〜２回）
各種サポートを利⽤された後も、希望されるお客さまには、専⾨家によるアフターフォローを提供します。

ピンポイントサポート（３回）
新規顧客獲得、⼈材育成など、課題を絞り込み、
解決を⽀援します。

※お申し込みには当協会のご利⽤があるなど⼀定の条件があります。内容によりお客さまのご希望に沿いかねる場合もあります。
※専⾨家が実施した診断・助⾔等につきましては、当協会では責任を負いかねます。予めご承知おきください。
※お客さまからいただいた情報は、保証のお申し込み及び継続的なご利⽤に際し、利⽤させていただくことがございます。

トータルサポート（５回）
経営改善などの中⻑期計画策定を⽀援します。�

費⽤負担なし※
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03. 令和８年度版「信⽤保証の⼿引き」と 
「信⽤保証MENU」について

令和８年度版「信⽤保証MENU」は当協会ホームページに掲載しています。「信⽤保証の⼿引き」については、� �
５⽉中旬の発⾏を⽬途に準備を進めています。納品され次第、順次各⾦融機関の本店宛に発送させていただきます。

04. 「Instagram」はじめました！
当協会をより多くの⽅に知っていただけるよう、令和８年３⽉19⽇に「Instagram」公式アカウントを開設しました。
当協会の⽀援内容、事例動画の紹介、セミナー・イベントの告知、創業のポイントや経営に役⽴つ情報などの投稿を予定
しています。
写真や動画を通じて、当協会の取組みをより⾝近に感じていただける情報発信を⾏ってまいります！
お取引のある中小企業者の皆さまにも、ぜひご紹介ください。

【公式 Instagramアカウントホーム画面】 【投稿例（令和８年３⽉31⽇投稿）】

その他の保証制度東京都中⼩企業制度融資

【令和8年度版「信⽤保証MENU」】

信⽤保証MENUは 
以下の⼆次元コードを
ご確認ください。

ぜひ、「フォロー」や 
「いいね！」で応援を 
お願いします！

フォローはこちらから
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制度の特徴 制度名（略称） 融　資　対　象 融資限度額 資金使途・融資期間 利率（年率） 連帯保証人 物的担保

小規模企業者の安定的な
資金調達のための保証

小口零細企業保証
全国小口

次に掲げる中小企業信用保険法第 2条第 3項第 1号から第 6号に定める小規模企業者
① 常時使用する従業員の数が製造業等 20人（商業・サービス業では 5人）以下で、
中小企業信用保険法施行令第 1条第 1項に定める業種に属する事業（以下「特定事業」
という）を行う事業者
②常時使用する従業員の数がその業種ごとに政令で定める数以下で、その政令で定める業
種に属する事業を主たる事業とするもののうち特定事業を行う事業者
③ 事業協同小組合で、特定事業を行う事業者またはその組合員の3分の2以上が特定事業
を行う事業者
④ 特定事業を行う企業組合で、その事業に従事する従業員の数が20人以下の事業者
⑤特定事業を行う協業組合で、常時使用する従業員の数が20人以下の事業者
⑥医業を主たる事業とする法人で、常時使用する従業員の数が 20人以下の事業者（上
記①から⑤に掲げる事業者を除く）

1企業・1組合
2,000 万円

※全国の保証付融資残高
（または融資極度額）との
合計が 2,000 万円以下と
なる必要があります

事業資金
証書貸付　10年以内

（据置期間 1年以内を含む）
手形貸付　1年以内　
手形割引　6か月以内
電債割引　6か月以内

金融機関
所定利率

法人…必要となる
　　　場合がある
個人…原則として
　　　不要
組合…必要となる
　　　場合がある

原則として
無担保

経営者保証を不要とすることで、
起業・創業の促進を図るための
保証

スタートアップ創出
促進保証

SSS保証

次のいずれかに該当する創業者及び創業者である中小企業者
（創業を予定している方）  ① 事業を営んでいない個人で、2か月以内（※）に法人を設立し

事業を開始する具体的な計画がある
 ※ 市区町村が実施する認定特定創業支援等事業により支援を

受けて創業する方は、6か月以内
 ② 分社化により別法人を設立して事業を開始する予定の法人
（創業後 5年未満の法人） ① 事業を営んでいない個人が設立した法人で、設立から 5年

未満である
 ② 分社化により別法人として新たに設立した法人で、設立か

ら 5年未満である
 ③ 事業を営んでいない個人が開始した事業を法人化し、個人

創業時から 5年未満である

1企業 3,500 万円
事業資金
10年以内

（据置期間 1年以内または 3年以内を含む）
不要 不要

プロパー融資との組み合わせな
どにより、多岐にわたる経営課
題に対応する資金に対する保証

協調支援型
特別保証※2

協調特別

次の①または②のいずれかに該当する中小企業者及び組合
①申込金融機関から本制度による保証付き融資の実行と原則同時に本保証付き融資額
の１割以上（融資期間 12か月以上）のプロパー融資を受けること
②申込金融機関の支援を受けつつ、自ら経営行動計画の策定並びに計画の実行及び進
捗の報告を行うこと

1企業　2億 8,000 万円
1組合　4億 8,000 万円

事業資金
10年以内

（据置期間１年以内または 3年以内を含む）

法人…必要となる
　　　場合がある
個人…原則として
　　　不要
組合…必要となる
　　　場合がある

必要に応じ

定期モニタリングを通じて、経
営状況の変化に係る予兆の早期
把握や経営力向上の促進を図り、
経営状況の改善に資する保証

モニタリング強化型
特別保証

モニ特別

認定経営革新等支援機関との連携により、月次で財務状況や資金繰り状況等を把握し、
経営状況等の報告を行うことを誓約する書面を提出している中小企業者
なお、当該認定経営革新等支援機関が申込金融機関である場合は、申込人の金融機関
からの総借入残高のうち申込金融機関におけるプロパー融資残高の割合が 5割以上で
あるものに限る

中小企業者の経営力強化のため
の資金に対する保証

経営力強化保証
経営力強化

金融機関及び認定経営革新等支援機関の支援を受けつつ、自ら事業計画の策定並びに
計画の実行及び進捗の報告を行う中小企業者及び組合

運転資金 5年以内
（据置期間１年以内を含む）

設備資金 7年以内
（据置期間１年以内を含む）

※事業計画の実施に必要な資金に限る
※ 本制度により、既往借入金を借り換える場合は
10年以内

SDGs に賛同し、社会課題の
解決や未来社会の実現に向けて
前向きに取り組む中小企業者を
低保証料率でサポートする保証

SDGs推進応援保証
SDGs保証

SDGs（持続可能な開発目標）に賛同の上、社会的課題の解決や未来社会の実現のため
に、前向きに取り組もうとする、またはすでに取り組んでいる中小企業者

1企業・１組合
3,000 万円

事業資金 7年以内
（据置期間 1年以内を含む）

従業員の健康増進や
ダイバーシティ経営の推進に
取り組む中小企業者を
低保証料率でサポートする保証

健康企業応援・
ダイバーシティ
推進保証

健康DS保証

次の①または②のいずれかに該当する従業員数 5人以上の中小企業者
①以下のいずれかの認定や登録等を受けている
１．「健康企業宣言の証」、２．「トライくるみん」「くるみん」または「プラチナくる
みん」、３．「安全衛生優良企業」、４．「えるぼし認定」または「プラチナえるぼし
認定」、５．「ユースエール認定」、６．「東京ライフ・ワーク・バランス認定企業」（過
去認定企業を含む）
②以下のいずれかの取組みを推進している
１．従業員の健康診断受診率（直近）が 80％以上であり、診断結果に所見があった場
合に再検査の受診を推進している
２．従業員に対し、メンタルヘルスに関する啓発や教育を実施している
３．多様な人材（女性、高齢者、外国人、障害者等）を雇用してその活躍を促し、ダ
イバーシティ推進に積極的に取り組んでいる

１企業　2億 8,000 万円
１組合　4億 8,000 万円

事業資金 10年以内
（据置期間 1年以内を含む）

●その他の保証制度 令和 8年 4月 1日現在

※2　信用保証料については、1／2相当または 1／4相当を補助。
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令和8年度
信用保証制度一覧

信用保証 MENU信用保証 MENU信用保証 MENU信用保証 MENU信用保証 MENU信用保証 MENU信用保証 MENU信用保証 MENU信用保証 MENU
融資メニュー 融 資 対 象 融資限度額

（　）内は組合

融 資 期 間
（　）内は据置期間

融 資 利 率（年率）
※詳細は5ページの一覧表を参照 保証人 物的担保 保証料補助

細　目 略　称 運転資金 設備資金 責任共有対象 責任共有対象外

政
策
課
題
対
応
資
金
（
Ｈ
Ｔ
Ｔ
・
女
性
活
躍
・
Ｄ
Ｘ
・
育
業
等
）

DX・イノベ・
産業育成支援融資

（DX）

DX・イノベ・
産業育成支援 DX 「令和 8 年度　東京都中小企業制度融資　連携事業等一覧　DX」に記載の融資対象のい

ずれかに該当する中小企業者又は組合

2 億 8,000 万円
（4 億 8,000 万円）

15 年以内
（2 年以内）

固定金利③ 固定金利③

必要となる
場合がある

新規の保証を
含めた

保証の合計額が
8千万円超の
場合は
原則必要

小規模企業者
2分の 1

女性活躍推進融資
（女性） 女性活躍推進 女性

（1）、（2）又は（3）に該当する中小企業者又は組合
　（1） 「令和 8 年度　東京都中小企業制度融資　連携事業等一覧　女性」に記載の融資対

象のいずれかに該当するもの
　（2）ア及びイに該当するもの
　　ア　常時雇用する労働者の数が 100 人以下のもの
　　イ　 国の「女性の活躍推進企業データベース」に登録し、一般事業主行動計画及び女

性活躍に関する情報（男女間賃金差異及び女性管理職比率に加えて、1項目以上）
を公表していること。

　（3） 東京都の「女性活躍推進度診断ツール（トライアル診断を除く。）」を活用し、具体的
な取組を計画していること。

固定金利④ 固定金利④

全事業者
3分の 2又は
2分の 1

社会課題解決融資
（社会課題）

働き方改革支援 働き方

（1）又は（2）に該当する中小企業者又は組合
　（1） 「令和 8 年度　東京都中小企業制度融資　連携事業等一覧　働き方①②③」に記載

の融資対象のいずれかに該当するもの
　（2）ア及びイに該当するもの
　　ア　 全雇用者給与等支給額が、前事業年度と比べて 1.5% 以上増加していること。
　　イ　賃上げを通じた生産性向上や価格転嫁等に取り組むこと。 固定金利③ 固定金利③

ソーシャルビジネス・
ソーシャルファーム支援 ソーシャル 「令和 8 年度　東京都中小企業制度融資　連携事業等一覧　ソーシャル」に記載の融資対

象のいずれかに該当する中小企業者又は組合
全事業者
2分の 1

HTT・ゼロエミッション
支援

HTT・
ゼロエミ

「令和 8 年度　東京都中小企業制度融資　連携事業等一覧　HTT・ゼロエミ①②」に記載
の融資対象のいずれかに該当する中小企業者又は組合

全事業者
3分の 2又は
2分の 1

脱炭素化促進支援特例 ゼロエミ・
促進

「令和 8 年度　東京都中小企業制度融資　連携事業等一覧　ゼロエミ・促進」に記載の融
資対象のいずれかに該当する中小企業者又は組合

上記「HTT・ゼロエミ］より
0.6% 優遇 全事業者

3分の 2地域金融機関による
脱炭素化支援特例

ゼロエミ・
連携

「令和 8 年度　東京都中小企業制度融資　連携事業等一覧　ゼロエミ・連携」に記載の融
資対象のいずれかに該当する中小企業者又は組合

上記「HTT・ゼロエミ」より
0.2% 優遇

金融機関提案融資
（金融提案） 金融機関提案 金融提案 金融機関が有する独自の工夫、ノウハウ及びネットワークを活用した支援を受け、経営

課題や政策課題の解決に取り組む中小企業者又は組合 別途「金融機関提案要領」に定めるとおり

一
般
的
な
事
業
運
営
資
金

小規模事業・
フリーランス向け

融資
（小）

小口　フリーランス 小口
（国の全国統一保証制度）
この融資を含め、全国の信用保証協会の保証付融資の合計残高が 2,000 万円以下の小規
模企業者

2,000 万円
（同）

7 年以内
（1 年以内）

10 年以内
（1 年以内）

ー

固定金利①又は
変動金利

必要となる
場合がある

原則として
不要

全事業者
2分の 1

小口支援特例 小口・支援

小口の融資対象であって、（1）又は（2）に該当すること
　（1）  商工会議所・商工会の経営指導を直近 1 年以内に 6 か月以上複数回受けているこ

と。
　（2） 経営革新計画に係る東京都の「フォローアップ支援（実施フォローアップ）」を受け

ていること。

上記「小口」より
0.4% 優遇

クイックつなぎ（小口） 小口つなぎ

（国の全国統一保証制度）
（1）から（3）の全てを満たす小規模企業者
　（1） この融資を含め、全国の信用保証協会の保証付融資の合計残高が 2,000 万円以下

であること。
　（2） 東京都中小企業制度融資又は東京都内の区市町が実施している融資制度で保証協

会の保証付融資を利用していること。
　（3） （2）の保証付融資の元金を、原則として 1 年以上にわたり約定どおり返済してい

ること。

300 万円
（同） 2 年以内 ー 固定金利①又は

変動金利

●東京都中小企業制度融資 令和 8年 4月 1日現在

詳細及び「令和8年度東京都中小企業制度融資　
連携事業等一覧」につきましては、令和8年度東
京都中小企業制度融資要項をご確認ください。

東京都産業労働局ホームページ

保証のご相談、お申込み
は各支店でお受けしてお
ります。

各支店へのお問い合わせ先 お役立ち情報配信中！
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05.令和７年度 事業概況
（令和７年４月～令和８年３月）

　令和７年度の保証承諾は、件数ベースで前年度⽐96.5％、⾦額ベースで同98.1％と、件数・⾦額ともに減少しました。
保証条件変更は件数ベースで前年度⽐102.9％、代位弁済は件数ベースで同90.7％、⾦額ベースで同84.0％と減少して
います。

1  保証承諾
■	令和７年度（令和７年４月〜令和８年３月）の保証承諾は、件数で7万1,658件（前年度⽐96.5％）、⾦額で１兆857億
円（同98.1％）となりました。

■	令和７年度末（令和８⽉３月末）時点の保証債務残⾼は、４兆7,030億円（同92.1％）です。
（金額単位：億円）

件　　数 金　　額
前年度比（%）  前年度比（%）

保証承諾   71,658 96.5 10,857 98.1

保証債務残高 443,458 96.1 47,030 92.1

2  条件変更
■	令和７年度の保証条件変更の承認件数は、５万5,895件（前年度⽐102.9％）となりました。
■	このうち、期間延⻑や返済⽅法変更などの保証条件変更は、５万1,077件（同104.0％）と増加しています。

件　　数
前年度比（%）

条件変更承認 55,895 102.9

期間延長・返済方法変更 51,077 104.0

その他の変更※   4,818   92.0

※「その他の変更」は、法人成りによる債務引受や担保変更などです。

3  代位弁済
■	令和７年度の代位弁済は、件数で6,377件（前年度⽐90.7％）、⾦額で725億円（同84.0％）と前年度を下回りました。
■	代位弁済⾦額を業種別にみると、⼩売業など一部の業種を除き、� �
前年度比で減少しています。

4  回収
■	令和７年度の回収総額は、112億円（前年度⽐103.5％）となり� �
ました。

■	このうち、保証協会債権回収株式会社（略称：保証協会サービ�
サー）東京営業所による委託回収額は67億円です。

不動産業
3.5%

運輸倉庫業
2.9%

サービス業
21.1%

建設業
14.8%

その他の産業
0.0%

製造業
15.7%

卸売業
25.3%

小売業
16.7%

代位弁済金額
業種別構成比
（令和７年度）

表中の⾦額は単位未満を四捨五⼊しているため、合計⾦額等と必ずしも⼀致しません。
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不動産業
10.4%

運輸倉庫業
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サービス業
21.7%

建設業
17.6%

その他の産業
0.2%

製造業
17.3%

卸売業
16.6%

小売業
13.2%

保証承諾金額
業種別構成比
（2026年3月）

不動産業
4.5%

運輸倉庫業
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サービス業
25.8%

建設業
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その他の産業
0.0%

製造業
17.2%

卸売業
25.9%

小売業
14.3%

代位弁済金額
業種別構成比
（2026年3月）
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令和5年度保証承諾金額（左軸）
令和7年度保証承諾金額（左軸）

令和6年度保証承諾金額（左軸）
令和7年度保証債務残高（右軸）

当 月 中 当 年 度 累 計

件数 金額
前年同月比（%）

件数 金額

製 造 業 1,252 22,480 101.9 107.8

卸 売 業 1,131 21,603   93.5   95.5

小 売 業 1,265 17,189 109.2 120.3

建 設 業 1,592 22,889 102.8 108.4

サービス業 2,110 28,215 106.0 106.7

運輸倉庫業 210 3,889   99.1 112.5

不 動 産 業 777 13,587 114.6 131.9

その他の産業 24 265   85.7   75.9

合 計 8,361 130,118 103.8 108.9

〈業種別保証承諾状況〉 （金額単位：百万円）

※円グラフの%は単位未満を四捨五入しているため、
必ずしも合計は100％になりません。

〈月別保証承諾金額・債務残高〉 （単位：億円）

〈業務概況〉

件数 金額
前年同月比（%）

件数 金額
保 証 申 込 8,991 147,975 98.1 93.5

保 証 承 諾 8,361 130,118 103.8 108.9

保証債務残高 443,458 4,703,039 96.1 92.1

代 位 弁 済 585 7,170 97.0 107.1

回 収 ー 1,256 ー 107.1

当 月 中 当 年 度 累 計 （金額単位：百万円）

件数 金額
前年同期比（%）

件数 金額
80,992 1,316,796 95.0 94.0

71,658 1,085,680 96.5 98.1

ー ー ー ー

6,377 72,481 90.7 84.0

ー 11,229 ー 103.5

※表中の金額は単位未満を四捨五入しているため、合計金額等と必ずしも一致しません。
　ハイフン（－）は、前年度実績が0を示します。

当 月 中 当 年 度 累 計

件数 金額
前年同月比（%）

件数 金額

製 造 業 101 1,231 134.7 127.2

卸 売 業 120 1,857 130.4 154.9

小 売 業 122 1,023   86.5   74.3

建 設 業   66 577   71.0   62.9

サービス業 146 1,853   87.4 101.3

運輸倉庫業   13 307   76.5 181.7

不 動 産 業   17 321   94.4 135.8

その他の産業     0 0 ー ー
合 計 585 7,170   97.0 107.1

〈業種別代位弁済状況〉 （金額単位：百万円）

件数 金額
前年同期比（%）

件数 金額
860 11,367   87.7   87.8

1,303 18,306 100.5   86.7

1,287 12,122   85.3   81.1

958 10,749   87.5   81.8

1,579 15,307   93.2   82.9

158 2,070 104.6 107.8

229 2,544   78.4   69.7

3 16   37.5   12.9

6,377 72,481   90.7   84.0

件数 金額
前年同期比（%）

件数 金額
10,236 177,729   91.6   94.0

9,628 183,056   91.2   91.3

11,335 137,208   95.3   96.0

13,058 184,597   95.1   96.0

18,606 249,331 100.1 102.6

1,618 26,161   91.2   88.7

6,957 123,951 109.5 116.5

220 3,648 108.9 130.6

71,658 1,085,680   96.5   98.1
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件数 金額
前年同月比（%）

件数 金額
前年同期比（%）

件数 金額 件数 金額

都市銀行 542 15,900   97.8 114.1 4,898    141,094   85.7   93.4

地方銀行 497 13,675 104.4 108.1 4,246    113,347 101.2 104.4

第 二
地方銀行 238 8,221 108.7 136.4 1,638      49,424 109.6 121.0

信用金庫 6,509 84,771 102.8 105.2 55,984    713,403   95.8   94.9

信用組合 530 7,030 118.0 121.8 4,627      63,767 110.3 127.3

そ の 他 45 522 173.1 105.3 265        4,644 118.3 112.1

合 計 8,361 130,118 103.8 108.9 71,658 1,085,680   96.5   98.1

当 月 中 当 年 度 累 計 当 月 中 当 年 度 累 計

当 月 中 当 年 度 累 計当 月 中 当 年 度 累 計

〈金融機関業態別状況〉 【 保 証 承 諾 】 （金額単位：百万円） 【 代 位 弁 済 】 （金額単位：百万円）

件数 金額
前年同月比（%）

件数 金額
前年同期比（%）

件数 金額 件数 金額

  89 1,093   81.7   76.8 978 13,816   77.4   72.2

  45 848 155.2 189.7 421 7,236   82.9   75.5

  17 251 188.9 103.1 248 3,889 107.4 103.8

388 4,463   94.2 111.0 4,265 43,561   92.9   88.5

  43 487 100.0   87.9 439 3,759 108.7   85.9

    3 28 300.0 319.2 26 220   89.7   96.1

585 7,170   97.0 107.1 6,377 72,481   90.7   84.0

【 保 証 承 諾 】〈地区別状況〉 （金額単位：百万円）

件数 金額
前年同月比（%）

件数 金額
前年同期比（%）

件数 金額 件数 金額

千代田区 450 10,529 111.4 114.8 3,756 84,326 100.6 96.2

中 央 区 395 8,270 100.5 98.4 3,686 76,926 95.3 97.0

港 区 522 11,684 95.6 88.5 4,714 105,818 97.3 98.6

新 宿 区 258 5,582 120.6 150.0 2,522 47,614 113.1 120.0

文 京 区 145 2,197 116.0 117.6 1,140 18,370 113.5 108.5

台 東 区 403 5,641 113.8 115.8 3,073 40,133 112.4 97.7

墨 田 区 221 3,367 75.2 113.4 1,694 21,515 74.2 87.7

江 東 区 182 2,705 86.7 100.9 1,688 22,276 98.9 91.0

品 川 区 320 6,115 105.6 158.0 2,605 45,578 106.0 140.0

目 黒 区 187 3,177 114.0 156.7 1,811 27,045 114.8 125.3

大 田 区 415 6,002 91.2 96.8 3,660 52,106 85.7 99.5

世田谷区 429 5,804 133.2 123.3 3,313 43,328 103.4 107.5

渋 谷 区 338 7,917 92.3 112.2 3,597 81,301 89.2 95.9

中 野 区 109 1,623 117.2 112.9 965 13,418 114.2 110.4

杉 並 区 151 2,441 173.6 188.1 1,222 18,240 107.9 131.0

豊 島 区 326 4,867 110.5 105.6 2,144 33,832 103.4 107.6

北 区 128 1,420 120.8 128.9 1,249 12,997 113.2 114.2

荒 川 区 163 1,675 110.1 119.7 1,332 13,399 93.1 85.3

板 橋 区 228 3,638 151.0 175.5 1,789 26,197 84.9 108.2

練 馬 区 249 2,886 130.4 122.4 2,186 25,267 104.2 107.1

足 立 区 546 6,623 98.4 105.6 4,012 46,144 92.6 89.2

葛 飾 区 248 2,901 93.2 78.6 2,116 25,794 94.1 84.8

江戸川区 363 5,126 103.1 114.8 2,679 34,180 83.6 83.3

市 町 村
・島しょ 1,585 17,930 95.5 89.7 14,705 169,874 93.3 85.7

合 計 8,361 130,118 103.8 108.9 71,658 1,085,680 96.5 98.1

【 代 位 弁 済 】 （金額単位：百万円）

件数 金額
前年同月比（%）

件数 金額
前年同期比（%）

件数 金額 件数 金額

27 495 55.1 71.3 352 4,887 88.7 74.1

51 480 100.0 84.3 435 5,409 83.8 67.7

53 999 132.5 177.8 536 7,332 95.5 86.2

47 778 111.9 116.4 361 5,034 96.3 85.0

9 224 225.0 438.7 124 1,922 76.5 88.7

12 99 31.6 24.1 278 3,202 83.5 71.5

12 74 300.0 119.0 152 1,800 121.6 101.9

30 474 166.7 295.1 185 2,409 101.1 117.9

14 81 200.0 118.0 167 1,663 90.3 92.9

15 334 214.3 581.5 120 1,443 88.9 84.5

8 151 47.1 180.1 245 2,709 98.0 93.4

30 416 142.9 432.1 219 2,002 78.5 67.0

43 429 74.1 57.1 484 6,912 95.5 93.9

12 242 120.0 450.6 91 1,258 96.8 109.9

5 32 71.4 74.9 109 984 82.0 63.1

9 157 40.9 48.4 165 2,422 80.5 114.9

11 22 91.7 19.0 81 619 94.2 116.1

17 129 283.3 406.5 126 1,168 126.0 139.9

9 67 56.3 37.6 143 1,449 81.7 78.9

12 54 85.7 39.3 163 1,427 85.3 98.1

33 182 110.0 77.9 288 2,499 84.2 82.2

12 78 85.7 33.9 208 1,815 98.6 85.0

23 232 121.1 96.8 230 2,455 81.3 89.7

91 941 93.8 107.4 1,115 9,662 93.2 76.0

585 7,170 97.0 107.1 6,377 72,481 90.7 84.0
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保証申込・経営支援に係るご相談窓口のご案内

https://www.cgc-tokyo.or.jp/東京信用保証協会 検索

貸付実行・償還・完済報告
について 保証事務課（本店12階） TEL 03（6264）1094・貸付実行･報告手続について知りたい

・償還･完済報告について知りたい

信用保証料について 経理課（本店13階） TEL 03（6264）1637・信用保証料の計算方法､送金手続､返戻等について知
　りたい

延滞､その他事故が発生し
たとき

期中管理統括課（本店12階） TEL 03（6264）1259・事故報告の手続について知りたい

代位弁済について
・債権保全に関することなど､事前協議をしたい
・代位弁済請求の手続について知りたい
・債権書類の引渡し等について知りたい

代位弁済課（本店12階） TEL 03（6264）1276

保証事務課（本店12階） TEL 03（6264）1094・融資実行時に徴求した信用保証委託契約書について信用保証委託契約書の送付

経営支援全般、
再生等について

条件変更手続について
各支店期間延長・返済方法の変更

（他の条件変更や事故報告を伴うものを除く）

期中管理統括課（本店12階） TEL 03（6264）1259連帯保証人の追加・解除、保証条件担保の変更など
上記以外の条件変更

上記一覧参照

経営支援課（本店12階）経営支援全般、再生等のお問い合わせ TEL 03（6264）1834

事業承継サポートデスク（本店12階）事業承継について相談したい TEL 03（6264）1847

海外展開サポートデスク（本店12階）海外展開について相談したい TEL 03（6264）1864

創業保証の申込･ご相談 各支店・創業に関する保証申込や相談をしたい 上記一覧参照

支店名 担当地域 住　　所 TEL FAX
千代田区･中央区･
港区･島しょ

〒104‒0061 中央区銀座6‒17‒1
銀座6丁目‒SQUARE12階 03（6264）1830 03（3545）3100八重洲支店

新宿区･中野区･杉並区 〒160‒0023 新宿区西新宿6‒3‒1
新宿アイランド・ウィングビル3階 03（3344）2251 03（3344）2390新宿支店

台東区･文京区･北区 〒111‒0041
台東区元浅草2‒6‒7 マタイビル5階 03（3847）3171 03（3847）3191上野支店

豊島区･板橋区･練馬区 〒170‒0013
豊島区東池袋1‒24‒1 ニッセイ池袋ビル8階 03（3987）5445 03（3987）7523池袋支店

足立区･荒川区･葛飾区 〒120‒0036
足立区千住仲町40‒10 住友生命北千住ビル2階 03（3888）7231 03（3888）7293千住支店

墨田区･江東区･
江戸川区

〒130‒0013
墨田区錦糸1‒2‒1 アルカセントラルビル4階 03（5608）2011 03（5608）2320錦糸町支店

八王子支店担当地域
以外の多摩地区

〒190‒0012
立川市曙町2‒37‒7 コアシティ立川ビル5階 042（525）6621 042（525）8712立川支店

八王子市･町田市･
日野市･多摩市･稲城市

〒192‒0046 八王子市明神町3‒20‒6
八王子ファーストスクエアビル3階 042（646）2511 042（646）1970八王子支店

渋谷区･世田谷区 〒150‒0002
渋谷区渋谷3‒28‒13 渋谷新南口ビル5階 03（5468）0135 03（5468）1037渋谷支店

品川区･目黒区 〒141‒0022
品川区東五反田2‒10‒2 東五反田スクエアビル4階 03（5447）8250 03（3443）1130五反田支店

大田区 〒144‒0035 大田区南蒲田1‒20‒20
東京都城南地域中小企業振興センタｰ3階 03（5710）3610 03（5710）3091大田支店
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 金融機関の皆さまの声をお寄せください
当協会は昭和55年より金融機関と保証協会をつなぐ情報誌として 

「保証マンスリー」を発刊しています。
本誌に関する金融機関の皆さまからのご意見・ご要望等を承っております。
お気軽に企画部広報課（03-6264-1695）までお寄せください。

保証マンスリーの
バックナンバーはこちらから

Information

〈お問い合わせ先〉 経営支援部　経営支援課　創業スクール事務局　TEL：03-6264-1831

詳細・お申し込みはこちらから→

第39期 創業スクールのご案内

1

4 765

以下の①、②に該当する方
①都内で創業予定の方、または
都内で開業後1年未満の方で、
具体的な創業プランをお持ちの方

②全日程へのご参加が可能な方

カ リ キ ュ ラ ム

上岡 実弥子 氏

株式会社キャラウィット
代表取締役
中小企業診断士

「話す」＆「書く」を繰り返すワークショップスタイルで
「人に見せて話せる」創業計画書の策定を目指す6日間。

創業時に、借入による資金調達をお考えの方に特におすすめです。

毎週
水曜日
全6回

開催期間

講義時間

開催方法

会　　場

定　　員 申込期限

18：20～21：00

令和8年6月9日（火）対面開催 20名

東京信用保証協会 本店 14階

令和8年7月8日から8月12日

東京都中央区銀座6-17-1 銀座6丁目-SQUARE

創業スクール
第39期

講師紹介講師紹介 対 象 者対 象 者

創業の心構え

※第1回～第5回のいずれかの回に「先輩創業者体験談」が入ります。

■動機の明確化
■キャリアのたな卸し

■売上・費用・利益
■費用計画・利益計画の立て方

2 3

■市場環境を調べよう
■ターゲット像の明確化
■マーケティング

■個人事業と法人事業
■採用・育成・組織運営

経　　営

損益計画と資金計画①
財　　務

事業領域の設定
経営・販売方法

組織選定と人材活用
経営・人材育成

■開業資金と調達方法
■資金計画の立て方

損益計画と資金計画②
財　　務

■全員のビジネスプラン発表
■講師講評

ビジネスプラン発表会

■当協会経営相談員による
個別相談会

個別相談会

※希望者のみ

7/8
（水）

7/29
（水）

8/5
（水）

8/12
（水）

8/19
（水）

7/15
（水）

7/22
（水）

受講料
無料
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